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五

八
、

七
、

一
一
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島
田
税
務
署
長
に
昇
任
さ
せ
る

五

八
、

七
、

一

ｰ

阜

国
税
庁
に
出
向
さ
せ
る

五
七

、

七
、

一
一
一

理
財
局
資
金
第
一
課
企
画
係
長
に
配
置
換
す
る

五
七

、

七
、

一
一
一

理
財
局
地
方
資
金
課
の
併
任
を
解
除
す
る

五
七

、

四
、

一

理
財
局
地
方
資
金
課
に
併
任
す
る

五
七

、

四
、

一

理
財
局
総
務
課
総
合
資
金
係
長
に
昇
任
さ
せ
る

五
七

、

四
、

一

理
財
局
地
方
資
金
課
の
併
任
を
解
除
す
る

五
六

、

七
、

一

○

理
財
局
地
方
資
金
課
に
併
任
す
る

五
六

、

七
、

一

○

理
財
局
総
務
課
総
合
資
金
係
長
心
得
に
昇
任
さ
せ
る

五
五

、

九
、

五

大
臣
官
房
調
査
企
画
課
に
配
置
換
す
る

五
五

、

七
、

一

○

大
臣
官
房
秘
書
課
に
配
置
換
す
る

五
四

、

十
一

、

七

昭
和
５
５
年
度
国
家
公
務
員
採
用
上
級
乙
種
試
験
（
法
律
）
試
験
専
門
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
５
５
年
９
月
３
０
日
ま
で
と
す
る

五
四

、

十
一一一つ

、

七

昭
和
５
ｓ
年
度
国
家
公
務
員
採
用
上
級
甲
種
試
験
（
法
律
）
試
験
専
門
委
員
に
併
任
す
る

五
四

、

五
、

八

大
臣
官
房
秘
書
課
調
査
係
長
心
得
に
昇
任
さ
せ
る

五
一
一
一
、

四
、

~- 今

大
蔵
事
務
官
（
大
臣
官
房
秘
書
課
）
に
採
用
す
る

五
一
一
、

ユ

○
、

司
法
試
験
合
格

五
一
一
、

－

○
、

国
家
公
務
員
採
用
上
級
甲
種
（
法
律
）
合
格

昭
和

洞
一

一

一

、

一
一
一
、

東
京
大
学
法
学
部
第
Ｉ
類
卒
業

年
号

年

月

日

事
項

現
住
所

出
生
の

年
月
日

昭
和
三
○
年
五
月
一
六
日
生

本
籍

氏
名

古童

谷

＝

や

か
ず

之彗
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平
成

八
、

八
、

八
、

七
、

一
ハ

、

一
ハ
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｛
ハ

、

｛
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一
ハ
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一
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一
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一
ハ
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一
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五
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●
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五
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五
、

四
、

三
、

←

兀▲

、

一
ハ
ー
ニ
、

一
ハ
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五
九

、

五
九
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七
、

七
、

七
、

四
、

七
、

七
、

七
、

七
、

七
、

七
、

一
ハ

、

一
ハ

、

一
ハ

、

八
、

七
、

七
、

七
、

一
ハ

、

一
ハ

、

一
ハ

、

一
ハ

、

七
、

七
、

一

九

一
一

一

○

一 一

○
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○
二

○
二

○

一

八

一
一
一
一

一
一

○

一

八

一
一

壹

ミ

○

－

九

一

＝

全

一
一
一

銀
行
局
中
小
金
融
課
金
融
会
社
室
長
に
配
置
換
す
る

大
蔵
事
務
官
（
銀
行
局
局
付
）
に
採
用
す
る

毛
の

辞
職
を
承
認
す
る

総
務
部
長
を
命
ず
る

龍
登
空
港
建
設
準
備
室
長
兼
務
を
命
ず
る

小
松
空
港
国
際
化
推
進
室
長
兼
務
を
命
ず
る

新
幹
線
対
策
室
長
兼
務
を
命
ず
る

電
源
立
地
対
策
室
長
兼
務
を
命
ず
る

企
画
開
発
部
長
を
命
ず
る

石
川
県
事
務
吏
員
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

主
税
局
総
務
課
の
併
任
を
解
除
す
る

財
政
金
融
研
究
所
研
究
部
国
際
交
流
室
国
際
交
流
官
の
併
任
を
解
除
す
る

財
政
金
融
研
究
所
研
究
部
国
際
交
流
室
国
際
交
流
官
に
併
任
す
る

主
税
局
総
務
課
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
企
画
官
に
昇
任
さ
せ
る

主
税
局
税
制
第
二
課
課
長
補
佐
に
配
置
換
す
る

主
計
局
主
計
官
補
佐
（
文
部
第
一
係
、
文
部
第
二
係
主
査
）
に
配
置
換
す
る

主
計
局
主
計
官
補
佐
（
厚
生
第
三
係
主
査
）
に
配
置
換
す
る

主
計
局
総
務
課
課
長
補
佐
に
配
置
換
す
る

主
税
局
税
制
第
一
課
課
長
補
佐
に
配
置
換
す
る

主
税
局
調
査
課
課
長
補
佐
に
転
任
さ
せ
る

大
蔵
省
に
出
向
さ
せ
る
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五
、
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四
、

一

一
一
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、

一

○
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○
、

全

○
、

▲
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凸
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七
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七
、
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四
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八
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七
、

七
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七
、

一
ハ
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一
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｛
ハ
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一
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七
、

七
、

七
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七
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七
、

七
、

七
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四
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一
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○

二

○

二
今 一
一
一
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一
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△

一

一 全

坐

一一二月

五

一

玉

一

五

▲

五

一

五

一

五

一 一

五

平
成
１
６
年
不
動
産
鑑
定
士
試
験
第
２
次
試
験
試
験
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
１
６
年
１
０
月
１
５
日
ま
で
と
す
る

主
税
局
総
務
課
長
に
配
置
換
す
る

主
税
局
税
制
第
一
課
長
に
配
置
換
す
る

主
税
局
税
制
第
二
課
長
に
配
置
換
す
る

財
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
安
全
保
障
・
危
機
管
理
室
）
の
併
任
を
解
除
す
る

大
蔵
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

大
臣
官
房
付
に
配
置
換
す
る

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
安
全
保
障
・
危
機
管
理
室
）
に
併
任
す
る

主
計
局
主
計
官
（
防
衛
第
一
係
、
防
衛
第
二
係
、
防
衛
第
三
係
担
当
）
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
付
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
文
書
課
の
併
任
を
解
除
す
る

銀
行
局
調
査
課
の
併
任
を
解
除
す
る

銀
行
局
総
務
課
金
融
サ
ー
ビ
ス
室
長
の
併
任
を
解
除
す
る

大
臣
官
房
文
書
課
に
併
任
す
る

銀
行
局
調
査
課
に
併
任
す
る

銀
行
局
総
務
課
金
融
サ
ー
ビ
ス
室
長
に
併
任
す
る

銀
行
局
総
務
課
金
融
市
場
室
長
に
配
置
換
す
る

銀
行
局
調
査
課
の
併
任
を
解
除
す
る

銀
行
局
総
務
課
金
融
サ
ー
ビ
ス
室
長
の
併
任
を
解
除
す
る

銀
行
局
調
査
課
に
併
任
す
る

銀
行
局
総
務
課
金
融
サ
ー
ビ
ス
室
長
に
併
任
す
る
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内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
長
代
理
に
兼
ね
て
任
命
す
る
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四
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四

二

四

二

四

一
一

四

角

四

一

九

一

九

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

内
閣
官
房
組
織
令
第
１
０
条
第
２
項
の
規
定
の
職
務
を
行
う
内
閣
官
房
副
長
官
補
に
指
定
す
る

内
閣
官
房
副
長
官
補
に
任
命
す
る

国
家
安
全
保
障
会
議
事
態
対
処
専
門
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
長
代
行
に
任
命
す
る

内
閣
官
房
沖
縄
連
絡
室
代
理
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

内
閣
官
房
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
事
務
局
長
を
免
ず
る

内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
長
代
行
に
任
命
す
る

内
閣
官
房
沖
縄
連
絡
室
長
代
理
に
任
命
す
る

内
閣
官
房
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
事
務
局
長
に
任
命
す
る

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
幹
事
に
任
命
す
る

国
家
安
全
保
障
会
議
事
態
対
処
専
門
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

内
閣
官
房
副
長
官
補
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

内
閣
官
房
組
織
令
第
１
０
条
第
２
項
の
規
定
の
職
務
を
行
う
内
閣
官
房
副
長
官
補
に
指
定
す
る

（
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
の
事
務
の
整
理
を
掌
理
） 辱

一

内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
長
代
理
を
免
ず
る

内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
長
代
行
に
兼
ね
て
任
命
す
る


